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今
年
に
入
り
、
証
券
会
社
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
取
引
口
座
が
不
正
ア
ク
セ
ス
に
よ
り
乗
っ
取
ら
れ
、
身
に
覚
え
の
な
い
株
式

売
買
な
ど
が
行
わ
れ
る
被
害
が
相
次
い
で
報
告
さ
れ
て
い
る
。
昨
今
、
個
人
投
資
家
が
増
え
る
に
つ
れ
て
主
流
を
う
か
が
う
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
証
券
取
引
へ
の
信
用
や
国
民
の
資
産
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
る
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
う
し
た
乗

っ
取
り
被
害
の
背
景
に
は
、
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
詐
欺
メ
ー
ル
や
な
り
す
ま
し
メ
ー
ル
（
ス
パ
ム
メ
ー
ル
）
を
通
じ
た
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス

ワ
ー
ド
の
詐
取
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
営
利
を
目
的
と
し
た
電
子
メ
ー
ル
で
あ
る
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
規
制
が
現
実
の

被
害
防
止
に
ど
れ
ほ
ど
機
能
し
て
い
る
か
問
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。 

 

特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、
迷
惑
メ
ー
ル
防
止
法
）
の
第
五
条
で
は
、
送
信
者
情
報
を

偽
っ
た
メ
ー
ル
送
信
を
禁
止
し
て
お
り
、
第
八
条
第
一
項
で
は
、
国
民
が
総
務
大
臣
ま
た
は
内
閣
総
理
大
臣
に
適
当
な
措
置
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
三
十
四
条
第
一
号
に
お
い
て
は
、
第
五
条
違
反
の
な
り
す
ま
し
メ
ー
ル
送

信
者
に
対
す
る
罰
則
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
般
財
団
法
人
日
本
デ
ー
タ
通
信
協
会
迷
惑
メ
ー
ル
相
談
セ
ン
タ
ー
が

公
表
し
て
い
る
統
計
に
よ
れ
ば
、
本
年
に
入
り
毎
月
十
万
件
以
上
の
迷
惑
メ
ー
ル
が
探
知
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実

際
に
処
分
・
検
挙
さ
れ
た
事
例
は
極
め
て
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。 
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迷
惑
メ
ー
ル
の
発
信
者
へ
の
処
分
・
検
挙
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
厳
格
な
取
締
り
を
求
め
る
べ
く
、
迷
惑
メ
ー
ル
防
止
法

に
関
連
し
て
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。 

一 

令
和
五
年
度
お
よ
び
令
和
六
年
度
に
お
い
て
、
第
五
条
違
反
に
よ
り
、
送
信
者
が
行
政
処
分
ま
た
は
刑
事
処
分
を
受
け
た

事
例
の
件
数
を
、
処
分
の
種
類
（
指
導
、
命
令
、
罰
金
、
懲
役
等
）
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
可
能
な
限
り
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。 

二 

同
期
間
の
、
総
務
大
臣
ま
た
は
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
て
第
八
条
第
一
項
に
基
づ
く
申
出
が
な
さ
れ
た
件
数
を
可
能
な
限

り
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
そ
れ
に
対
す
る
政
府
の
対
応
状
況
を
可
能
な
限
り
説
明
さ
れ
た
い
。 

三 

同
期
間
の
、
迷
惑
メ
ー
ル
相
談
セ
ン
タ
ー
が
探
知
し
た
迷
惑
メ
ー
ル
の
う
ち
、
実
際
に
政
府
が
捜
査
し
た
件
数
を
、
捜
査

対
象
と
な
っ
た
ケ
ー
ス
の
内
訳
（
国
内
送
信
者
・
国
外
送
信
者
）
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
可
能
な
限
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

四 

同
期
間
の
、
証
券
会
社
を
か
た
る
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
詐
欺
メ
ー
ル
に
つ
い
て
、
政
府
に
よ
る
発
信
者
へ
の
処
分
実
績
が
あ
れ

ば
そ
の
件
数
と
処
分
の
種
類
を
そ
れ
ぞ
れ
可
能
な
限
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

五 

証
券
会
社
を
か
た
る
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
詐
欺
メ
ー
ル
に
つ
い
て
、
政
府
が
取
り
組
ん
で
い
る
具
体
的
な
対
策
が
あ
れ
ば
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。 
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六 

第
三
十
四
条
に
基
づ
く
刑
事
処
分
が
適
用
さ
れ
た
起
訴
・
有
罪
判
決
の
件
数
を
、
令
和
五
年
度
分
お
よ
び
令
和
六
年
度
分

に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
可
能
な
限
り
示
さ
れ
た
い
。 

七 

迷
惑
メ
ー
ル
防
止
法
の
厳
格
な
執
行
を
確
保
す
る
た
め
に
、
政
府
が
今
後
予
定
し
て
い
る
規
制
強
化
や
新
た
な
対
策
の
具

体
的
な
計
画
が
あ
れ
ば
示
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


